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船舶事故調査報告書 

 

平成２１年１０月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委 員 長  後 藤 昇 弘 

委   員  楠 木 行 雄 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２０年１２月５日 ０８時０４分ごろ 

発生場所 北海道羅
ら

臼
うす

町
ちょう

東方沖 於
お

尋
たずね

麻布
まっぷ

港東防波堤灯台から真方位０８３°１.

８５海里付近（概位 北緯４３°５８.０′ 東経１４５°１０.８′） 

事故調査の経過  平成２０年１２月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八孝
こう

栄
えい

丸、４.２トン 

 ＨＫ３－１２４０５８（漁船登録番号）、個人所有 

 １２.０３ｍ(Lr)×２.５９ｍ×０.８９ｍ、軽合金 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和５５年６月２０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７４歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 昭和５１年５月１４日 

  免許証交付日 平成１８年４月６日 

         （平成２３年７月３日まで有効） 

  漁の経験は６０年、羅臼での漁の経験は４０年近くあった。 

甲板員 男性 ４６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

免許登録日 平成１９年７月１９日 

免許証交付日 平成１９年７月１９日 

（平成２４年７月１８日まで有効） 

船長の家族であり、平成２０年春から船長とともに漁業に従事するよ

うになった。 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 全損 

 事故の経過  本船は、平成２０年１２月５日０４時５０分ごろ、船長ほか甲板員１人

が乗り組み、いか一本釣り漁の目的で、北海道羅臼町於尋麻布漁港を出港

し、同港東方沖５海里付近に至って操業を行った後、０７時４５分ごろ、

帰航を開始した。甲板員が操舵室内の右舷側でリモコンによる操船に当た

り、針路を西南西、速力を６～８kn とし、南南東の波を左舷正横に受けな

がら航行していた。 

 甲板員は、操舵室内の左舷側に立っていた船長の指示に従って針路を西
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方に転じて、波を左舷斜め後方から受けるようになって航行を続けた。本

船が、波の進行速度と同じくらいの８～１０kn の速力で航行していたとこ

ろ、船長は甲板員に増速を指示したが、甲板員がこれに従わなかったた

め、船長自身がリモコンを操作して増速した。本船は、約１２kn の速力で

波の山を越え、波の下り斜面で約１６kn まで加速して、前方の波の上り斜

面に船首を没入したため、左回頭及び減速することとなり、先に追い越し

た波を左後方～左方から受けて右舷側に転覆した。 

 転覆時刻は、０８時０４分ごろで、転覆場所は、於尋麻布港東防波堤灯

台から真方位０８３°１.８５海里付近であった。 

 甲板員は脱出し、間もなく近くを航行していた漁船に救助されたが、そ

の漁船が事故発生場所付近に到着するころ、本船は沈没した。船長は行方

不明となり、平成２１年５月２０日、死亡と認定された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 ５、視界 良好 

海象：波向 南南東 波高 約２ｍ 

特記事項：北海道根室北部に強風波浪注意報が発表されていた。 

 その他の事項 本船は、平成１９年１２月に、船長が購入し、平成２０年のいか一本釣

り漁の操業期を迎える前に、船尾甲板に重さ約１トンの集魚灯用発電機を

積載した。 

 操舵室前方甲板下の燃料タンク（容積４００ℓ）は、ほぼ空であった。 

本船は、右舷側に２台、左舷側に３台のいか釣り機を装備しており、本

事故時は、格納せずに、すべて舷外に約１ｍ張り出させた状態で航行して

いた。 

船長は、救命胴衣を着用していなかった。甲板員は、救命胴衣を着用し

ていたが、転覆して船内に閉じ込められ救命胴衣を脱いで脱出した。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

あり 

船長は、本船が転覆、沈没したため、落水し、

又は本船から脱出できずに死亡したものと考えら

れる。 

本船は、船幅と同程度の波高の横波を左舷側か

ら受け、大傾斜して本船の復原力を超えたため、

転覆したものと考えられる。 

本船は、波の上り斜面に船首を没入し、左回頭

及び減速することとなったため、横波を左舷側か

ら受けたものと考えられる。 

本船が速力を上げ、波の下り斜面で更に加速し

たため、前方の波の上り斜面に船首を没入したも

のと考えられる。 

 船体が右舷側に傾斜した際、いか釣り機が海中

に没して船体の復原を妨げた可能性があると考え

られる。 

 本船が、波の上り斜面に船首を没入したとき、

海水が甲板上に流入し、重心が上昇して復原性能
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が悪化した可能性があると考えられる。 

約１トンの発電機を船尾甲板に設置し、燃料タ

ンクがほぼ空であったため、購入時より船体の重

心が上がり復原性能が悪化していたものと考えら

れる。 

転覆後、操舵室の開口、暴露甲板の開口等から

船内に浸水し、予備浮力を喪失したため、沈没し

たものと考えられる。 

本船が引き揚げられておらず、また、図面もな

いため、事故発生時の本船の状態、船型、設置設

備等については、明らかにすることができなかっ

た。 

原因  本事故は、本船が羅臼町東方沖を漁場から帰航中、左舷側から船幅と同

程度の波高の横波を受け、大傾斜して本船の復原力を超えたため、転覆

し、沈没したことにより発生したものと考えられる。 

 




